別記様式第6号（第8条関係）
雇用者住宅建設支援補助金交付申請書
　年　　月　　日
興部町長　　　　　　　様

申請者　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　  名　称　　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　            ㊞


興部町雇用者住宅建設支援条例第8条第1項の規定により、補助金の交付を受
けたいので、下記のとおり申請します。


1 補助金等交付申請額　　　　金　　　　　　　　　円
2 種別　　　　　　　　新築　・　中古住宅
3 建物の所在地　　　　興部町字　　　　　　　　　　　　　　　　　
　4　建物の用途　　　　　戸建形式住宅・共同住宅・長屋住宅・寄宿舎
　5　建物の構造・階数等　　　　　　　　　造　　　階建
　　　　　　　　　　　　 　　棟　　戸
　　　 （寄宿舎のみ該当）　　棟（寝室数　　室）
6　建物の建築面積　　　　　　　　　　　㎡
　7　建物の延床面積　　　　　　　　　　　㎡
　8　完成年月日　　　　　　　　年　　　月　　　日
　9　資金計画　 
	工事費
（購入等額）
	①町補助金
	②民間資金
	③自己資金
	④その他

	           円
	          円
(借入先)
　　　　　  
	          円
	 　       円
	         円
(具体的に)
　　　　　 


10　工事施工者名
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　会社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　
11　補助金の振込先　
金融機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 　口座番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　 口座名義人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（カタカナ） （                                              ）



添付書類
・新築工事
(1)　　完成写真
　　　　ア　　外観2面
　　　　イ　　各室内観、附帯設備等
(2)　　工事請負契約書及び請負代金内訳書（写）
(3)　　建物の表示登記済証（写）
(4)   その他町長が認める書類

・中古住宅購入及び改修・改装工事
(1)    土地建物購入契約書（写）
(2)　　建物の表示登記済証（写）
[bookmark: _Hlk31463437](3) 　 建物の写真（外部及び内部を撮影したもの）
(4)    改修実施平面図及び改修・改装部位の写真
(5)    工事請負契約書の写し又は改修・改装工事見積書
(6)    その他町長が認める書類

注1)　上記(1)につきまして、当該補助金申込時に既に提出している場合、添付
は不要です。










[bookmark: _Hlk31531096]（別紙）
補助金交付申請額 算定内訳

Ａ．戸建形式住宅、長屋若しくは共同住宅の新築工事
①：延床面積　　　　　　　㎡

※町内建築業者による施工の場合、当該算定表
	交付対象床面積
①
	1平方メートル
当たり補助金額②
	補助金額③
(①×②)
	1戸当たり
限度額④

	            ㎡
	7,500円
	              円
	1,000,000円


※　上表③の金額が、1戸当たり限度額④以下の場合、補助金交付申請額は
上表③で算定された金額となります。
※　上表③の金額が、1戸当たり限度額④を超過する場合、補助金交付申請額は
1,000,000円となります。

※町外建築業者による施工の場合、当該算定表
	交付対象床面積
①
	1平方メートル
当たり補助金額②
	補助金額③
(①×②)
	1戸当たり
限度額④

	            ㎡
	3,750円
	              円
	500,000円


※　上表③の金額が、1戸当たり限度額④以下の場合、補助金交付申請額は
上表③で算定された金額となります。
※　上表③の金額が、1戸当たり限度額④を超過する場合、補助金交付申請額は
500,000円となります。










Ｂ．寄宿舎の新築工事
①：1棟当たりの寝室数　　　　　　　室

※町内建築業者による施工の場合、当該算定表
	1棟当たりの寝室数
①
	1室当たり
補助金額②
	補助金額③
(①×②)
	1棟当たり
限度額④

	            室
	400,000円
	              円
	2,000,000円


※　上表③の金額が、1棟当たり限度額④以下の場合、補助金交付申請額は
上表③で算定された金額となります。
※　上表③の金額が、1棟当たり限度額④を超過する場合、補助金交付申請額は
2,000,000円となります。

※町外建築業者による施工の場合、当該算定表
	1棟当たりの寝室数
①
	1室当たり
補助金額②
	補助金額③
(①×②)
	1棟当たり
限度額④

	            室
	200,000円
	              円
	1,000,000円


※　上表③の金額が、1棟当たり限度額④以下の場合、補助金交付申請額は
上表③で算定された金額となります。
※　上表③の金額が、1棟当たり限度額④を超過する場合、補助金交付申請額は
1,000,000円となります。











Ｃ．中古住宅購入及び改修・改装工事
①：購入等に要した費用　　　　　　　　　　　　　　　円･･･①（②＋③）
　（上記の内、住宅購入費、土地取得費）　（　　　　　　　　　円･･･②）
（上記の内、改修・改装工事費）　　　　（　　　　　　　　　円･･･③）

※算定表
	
	金　額
	補助率④
	補助金額
(⑤＝①×④)
	1戸当たり
限度額⑥

	住宅購入費
土地取得費②
	           円
	－
	－
	－

	改修・改装
工事費③
	           円
	－
	－
	－

	購入等に要した
費用①
(②＋③)
	
           円
	
20％
	
          円
	
800,000円


※　上表⑤の金額が、1戸当たり限度額⑥以下の場合、補助金交付申請額は
上表⑤で算定された金額となります。
※　上表⑤の金額が、1戸当たり限度額⑥を超過する場合、補助金交付申請額は
800,000円となります。

